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送
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
国
際
情
報
統
括
官
組
織
に
お
け
る
専
門
分
析
員
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

専
門
分
析
員
は
、
国
際
情
勢
に
関
す
る
情
報
の
分
析
等
に
係
わ
る
事
務
を
補
助
す
る
者
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
月
十
一
日
現
在
、
国
際
情
報
官
の
下
で
計
十
四
名
の
専
門
分
析
員
が
勤
務
し
て
い
る
。
専
門
分
析
員
の
氏

名
及
び
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
述
べ
る
こ
と
は
、
対
外
的
な
関
係
に
お
い
て
我
が
国
が
不
利
益
を
被
る
お

そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

国
際
情
報
統
括
官
は
、
外
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
国
際
情
勢
に
関

す
る
情
報
の
収
集
及
び
分
析
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
御
指
摘
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
意
味
は
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務
省
が
行
っ
て
い
る
情
報
の
収
集
の
内
容
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
、
対
外

的
な
関
係
に
お
い
て
我
が
国
が
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一



四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

専
門
分
析
員
は
、
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
と
さ
れ
て
お
り
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
り
外
務
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負
う
。
専
門
分
析
員
は
、
職
務
の
遂
行
に
必
要

な
場
合
に
、
秘
密
に
指
定
さ
れ
た
文
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
外
務
省
と
し
て
、
秘
密
保
全
上
の
問

題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


